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(

4) 

一 

大
統
領
と
議
会
の
対
立
の
出
発
点 

一
九
九
〇
年
五
月
、
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
第
一
回
人
民
代
議
員
大
会

は
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
を
含
む
候
補
者
の
な
か
か
ら
代
議
員
の
過
半
数
に
支

持
さ
れ
た
最
高
会
議
議
長
を
な
か
な
か
選
出
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
第

一
回
投
票
、
決
選
投
票
、
再
選
挙
と
繰
り
返
し
、
三
回
目
の
投
票
に
よ

っ
て
よ
う
や
く
エ
リ
ツ
ィ
ン
を
最
高
会
議
議
長
に
選
ん
だ
。
そ
の
エ
リ

ツ
ィ
ン
の
勝
利
も
薄
氷
の
勝
利
で
あ
っ
て
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
は
賛
成
五
三

五
票
、
反
対
五
〇
二
票
、
対
抗
馬
の
ウ
ラ
ソ
フ(

当
時
、
ロ
シ
ア
共
和
国

首
相)

は
賛
成
四
六
七
票
、
反
対
五
七
〇
票
で
あ
り
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
は
か

ろ
う
じ
て
過
半
数
を
獲
得
し
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
人
民
代
議
員
大
会
で
は
つ
ね
に
反
エ
リ
ツ
ィ
ン
勢
力
が
エ
リ
ツ

ィ
ン
の
政
策
に
抵
抗
し
、
九
一
年
三
月
の
第
三
回
人
民
代
議
員
大
会
で 

      

政
治
権
力
の
制
度
化
を
め
ぐ
る
対
立 

 

ロ
シ
ア
大
統
領
と
議
会
の 

上
野 

俊
彦 

(

1) 

 

は
早
く
も
エ
リ
ツ
ィ
ン
解
任
動
議
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況

が
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
が
大
統
領
に
選
出
さ
れ
た
後
も
続
い
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
む
ろ
ん
、
国
民
の
エ
リ
ツ
ィ
ン
支
持
率
は
議
会(

こ
こ
で
は
人
民

代
議
員
大
会
と
そ
れ
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
最
高
会
議
の
両
機
関
を
さ
す)

内
で
の
エ
リ
ツ
ィ
ン
支
持
率
よ
り
も
高
い
が
、
そ
れ
で
も
国
民
の
直
接

選
挙
に
よ
る
大
統
領
選
で
の
エ
リ
ツ
ィ
ン
の
勝
利
は
必
ず
し
も
圧
倒
的

勝
利
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
大
統
領
選
に
お
い
て
、
エ
リ
ツ
ィ

ン
‐
ル
ツ
コ
イ
組
は
得
票
率
五
七
・
三
〇
％
で
あ
り
、
投
票
率
七
四
・

六
六
％
で
あ
っ
た
か
ら
、
絶
対
得
票
率(

全
有
権
者
に
対
す
る
得
票
率)

は
四
二
・
七
八
％
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
一
九
九
一
年
五
月
の
憲
法
改
正
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
ロ
シ
ア

の
大
統
領
制
は
、
制
度
的
に
議
会
と
対
立
す
る
潜
在
的
可
能
性
を
も
っ

て
い
た
。
た
と
え
ば
、
大
統
領
は
、
ロ
シ
ア
憲
法
第
一
二
一
の
五
条
に

(

3) 

(

2) 
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お
い
て
、
最
高
会
議
で
採
択
さ
れ
た
法
律
の
差
し
戻
し(

い
わ
ゆ
る
拒
否

権)

を
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
再
審
議
に
付
さ
れ
た
法
律
が
、
最
高
会
議

の
各
院
の
定
員
の
過
半
数
の
多
数
決
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
場
合
、
大
統

領
は
三
日
以
内
に
そ
れ
に
署
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

ロ
シ
ア
大
統
領
の
拒
否
権
は
、
ソ
連
邦
大
統
領
が
拒
否
し
た
法
律
を
再

採
択
す
る
に
は
三
分
の
二
の
多
数
決
を
必
要
と
す
る
と
し
た
旧
ソ
連
邦

憲
法
に
お
け
る
ソ
連
邦
大
統
領
の
拒
否
権
よ
り
も
弱
い
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
同
条
は
ま
た
、
大
統
領
は
人
民
代
議
員
大
会
お
よ
び
最
高
会
議

の
解
散
権
あ
る
い
は
活
動
を
停
止
す
る
権
利
を
も
た
な
い
と
し
、
他
方
、

第
一
二
一
の
一
〇
条
が
、
大
統
領
は
、
憲
法
、
法
律
、
自
己
の
宣
誓
に

違
反
し
た
場
合
、
解
任
さ
れ
る
が
、
そ
の
解
任
に
関
す
る
決
定
は
、
人

民
代
議
員
大
会
、
最
高
会
議
あ
る
い
は
両
院
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
発
議

に
よ
り
、
憲
法
裁
判
所
の
裁
定
に
基
づ
き
、
人
民
代
議
員
の
定
数
の
三

分
の
二
の
多
数
決
に
よ
り
人
民
代
議
員
大
会
に
よ
り
採
択
さ
れ
る
と
規

定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
大
統
領
は
議
会
の
解
散
は
で
き
な
い
が
、
人

民
代
議
員
大
会
は
大
統
領
の
解
任
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
も
と
も
と
大

統
領
の
権
限
は
あ
ま
り
強
い
も
の
で
は
な
い
。 

し
た
が
っ
て
、
現
在
の
ロ
シ
ア
の
政
治
制
度
は
、
大
統
領
と
議
会
が

対
立
す
る
潜
在
的
可
能
性
が
あ
る
う
え
に
、
対
立
し
た
場
合
に
は
、
大

統
領
が
比
較
的
弱
い
立
場
に
立
た
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
制
度
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。 

実
際
、
大
統
領
と
議
会
の
対
立
は
、
大
統
領
制
成
立
直
後
か
ら
ク
ー

デ
タ
ー
直
後
ま
で
の
大
統
領
と
議
会
と
の
短
い
「
蜜
月
期
」
の
終
わ
っ

た
の
ち
、
た
だ
ち
に
始
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
一
九
九
一
年
一
一
月
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
、
チ
ェ
チ
ェ
ン
・
イ
ン
グ
ー
シ
共
和
国
へ
の
非

常
事
態
導
入
の
大
統
領
令
を
発
令
し
た
が
、
最
高
会
議
は
こ
れ
に
反
対

し
、
結
局
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
は
こ
の
大
統
領
令
を
撤
回
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
次
い
で
同
じ
一
一
月
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
、
経
済
改
革
の

遂
行
が
急
務
で
あ
る
と
の
理
由
か
ら
、
地
方
行
政
長
官
選
挙
の
停
止
を

主
張
し
た
が
、
や
は
り
最
高
会
議
が
こ
れ
に
反
対
し
、
結
局
、
両
者
の

妥
協
は
得
ら
れ
ず
、
こ
の
問
題
は
、
第
五
回
人
民
代
議
員
大
会
に
持
ち

越
さ
れ
た
。
人
民
代
議
員
大
会
は
、
経
済
改
革
が
急
務
で
あ
る
と
の
認

識
に
立
ち
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
の
地
方
行
政
長
官
選
挙
の
停
止
に
関
す
る
提

案
を
受
け
入
れ
る
と
と
も
に
、
九
二
年
一
二
月
一
日
ま
で
の
い
わ
ゆ
る

大
統
領
の
「
非
常
大
権
」
を
承
認
し
た
。
こ
の
結
果
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
は

事
実
上
首
相
を
兼
務
し
、
経
済
改
革
遂
行
の
た
め
の
執
行
権
に
お
け
る

フ
リ
ー
ハ
ン
ド
を
獲
得
し
た
。 

(
) 

(
) 

(
) 

(
) 

(
) 

6
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
が
独
裁
的
に
全
権
を
掌
握
し

た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
二
月
一
九
日
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
は
、
連
邦
保
安
庁
と
内
務
省
を
併
合
し
て
保
安
内
務
省
を

創
設
す
る
大
統
領
令
を
発
令
し
た
が
、
一
二
月
二
六
日
、
最
高
会
議
は
、

こ
の
大
統
領
令
に
反
対
す
る
決
定
を
採
択
し
、
そ
れ
を
受
け
て
翌
九
二

(

10) 

(
) 

7

9

5

11

8
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年
一
月
一
四
日
、
憲
法
裁
判
所
は
一
二
月
一
九
日
付
大
統
領
令
を
無
効

と
す
る
裁
定
を
下
し
た
。
こ
の
結
果
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
、
最
高

会
議
の
決
定
を
受
け
入
れ
、
一
月
一
五
日
、
保
安
内
務
省
創
設
の
大
統

領
令
を
無
効
に
す
る
大
統
領
令
を
発
令
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
は
、
九
二
年
の
始
め
か
ら
最
高
会
議
の
反
対
に
よ
っ
て
自

己
の
決
定
を

態
に
遭
遇
し
た
の
で
あ
る
。 

(

12) 

(

1) 
改
め
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
事

（
１
） 

《П
paвдa

, 30 мaя 1990г., c. 1. 

》

（
２
） 

《Poccийcкaя Гaзeтa
》, 9 aпpeля 1991г., c. 2. 

（
３
） 

《Poccийcкaя Г
зeтa

, 20 июня 1991г., c.1. 
a

》

（
４
） 

《Beдoмocти Cъ eздa нapoдных дeпyтaтов Poccийcкoй Ф
e-

дepaции и Bepхoвнoгo Coвeтa Poccийcкoй Ф
eдepaции

》,30 мaя 
1991г., N

o. 22, cт. 776. 

な
お
、
こ
れ
以
降
の
本
節
の
記
述
に
つ
い
て
、
詳
細
は
、
上
野
俊
彦
「
『
八

月
政
変
』
後
の
ロ
シ
ア
の
政
治
機
構
」『
ソ
連
研
究
』
第
一
四
号
（
一
九
九

二
年
四
月
）

 

、
参
照
。

（
５
） 

Ведомости...
, 14 ноября 1991г., N

o. 46, cт. 1546. 

《

》

（
６
） Taм ж

e, cт. 1550. 

（
７
）
《

》

 
Poccийcкaя Гaзeтa

, 16 октября 1991г., c. 1. 

（
８
） 

《Poccийcкaя Гaзeтa
, 24 октября 1991г., c. 1. 

》

（
９
） 

《Ведомости...
, 31 октября 1991г., N

o. 44, cт. 1455. 

》

（
10
） 

《Ведомости...
, 26 дeкaбря 1991г., N

o. 52, cт. 1902. 

》

（
11
） 

《Ведомости...
, 2 января 1992г., N

o. 1, cт. 6. 

》

（
12
） 

《Poccийcкaя Гaзeтa
, 20 января 1992г., c. 2. 

》

（
13
） 

《Ведомости...

》, 23 января 1992г., N
o. 4, cт. 171. 

3

二 

大
統
領
の
組
閣
権 

大
統
領
の
組
閣
権
（
大
統
領
が
閣
僚
を
任
命
す
る
権
利
）
に
関
し
て

は
、
一
九
九
一
年
五
月
改
正
憲
法
は
、
そ
の
第
一
二
一
の
五
条
に
お
い

て
、
大
統
領
は
、
最
高
会
議
の
同
意
の
下
に
首
相
を
任
命
し
、
ま
た
首

相
の
同
意
の
下
に
、
閣
僚
、
委
員
会
お
よ
び
官
庁
の
長
を
任
免
す
る
と

規
定
し
、
大
統
領
に
基
本
的
な
組
閣
権
を
与
え
て
お
り
、
首
相
以
外
の

閣
僚
人
事
に
関
し
て
は
議
会
の
同
意
を
必
要
と
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ

の
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
行
政
権
に
お
け
る
大
統
領
の
強
力
な
指
導
権

を
保
障
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
九
二
年
一
月
か
ら
国
際
通
貨

基
金(

Ｉ
Ｍ
Ｆ)

主
導
の
価
格
自
由
化
と
緊
縮
財
政
を
基
本
と
す
る
急
進

的
経
済
改
革(

い
わ
ゆ
る｢

シ
ヨ
ッ
ク
療
法｣

）
が
開
始
さ
れ
る
や
、
そ
の

よ
う
な
急
進
的
経
済
改
革
に
反
対
す
る
議
会
内
の
保
守
派
は
、
政
府
に

対
す
る
議
会
の
影
響
力
を
強
め
る
と
と
も
に
、
大
統
領
の
権
限
を
弱
め

る
た
め
、
急
進
改
革
派
の
大
統
領
側
近
が
基
盤
と
し
て
い
た
大
統
領
府

を
簡
素
化
す
る
と
と
も
に
、
大
統
領
の
組
閣
権
を
制
限
な
い
し
縮
小
し

よ
う
と
し
た
。 

す
な
わ
ち
、
一
九
九
一
年
末
の
段
階
で
は
、
ロ
シ
ア
政
府
は
、
ブ
ル

ブ
リ
ス
第
一
副
首
相(

国
務
長
官
と
の
兼
任)

、
シ
ャ
フ
ラ
イ(

法
律
政
策

担
当
国
家
顧
問
と
の
兼
任)

、
ガ
イ
ダ
ル
、
シ
ョ
ー
ヒ
ン
各
副
首
相
を
幹

部
と
す
る
、
い
わ
ば
「
政
治
活
動
家
型
セ
オ
リ
ス
ト
＋
研
究
者
型
エ
コ
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ノ
ミ
ス
ト
連
合
」
の
急
進
改
革
派
政
府
で
あ
っ
た
が
、
九
二
年
四
月

開
催
さ
れ
た
第
六
回
人
民
代
議
員
大
会
は
、
急
進
改
革
派
に
対
す
る

撃
を
強
め
、
大
統
領
府
の
簡
素
化
に
関
す
る
提
案
を
含
む
決
定
を
採

し
、
ペ
ト
ロ
フ
大
統
領
府
長
官
と
ブ
ル
ブ
リ
ス
、
シ
ャ
フ
ラ
イ
の
対

を
も
利
用
し
て
、
大
統
領
府
の
国
家
顧
問
制
度
を
廃
止
し
、
ブ
ル
ブ

ス
、
シ
ャ
フ
ラ
イ
を
政
府
か
ら
引
き
揚
げ
さ
せ
て
、
両
者
の
権
力
基

を
弱
体
化
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
、
シ

フ
ラ
イ
憲
法
草
案
に
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
大
統
領
権
限
の
強
い
、

わ
ゆ
る
大
統
領
共
和
制
の
プ
ラ
ン
は
潰
え
た
。
他
方
、
エ
リ
ツ
ィ
ン

統
領
は
、
閣
僚
人
事
に
際
し
最
高
会
議
の
意
見
を
考
慮
す
る
旨
を
公

さ
せ
ら
れ
、
こ
の
結
果
、
九
二
年
五
月
二
〇
日
、
元
生
産
合
同
「
ス

ェ
ト
ラ
ー
ナ
」
支
配
人
で
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
市
副
市
長
兼

与
会
議
議
長
ヒ
ー
ジ
ャ
が
工
業
・
宇
宙
問
題
担
当
副
首
相
に
、
次
い

五
月
三
〇
日
に
は
、
ガ
ス
・
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
「
ガ
ス
プ
ロ
ム
」
理
事

チ
ェ
ル
ノ
ム
ィ
ル
ジ
ン
が
燃
料
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
コ
ン
プ
レ
ク
ス
担

副
首
相
に
、
そ
し
て
さ
ら
に
六
月
二
日
に
は
最
高
会
議
副
議
長
シ
ュ

イ
コ
が
工
業
問
題
担
当
第
一
副
首
相
に
、
そ
れ
ぞ
れ
登
用
さ
れ
、｢

経

者
型
実
務
家
＋
研
究
者
型
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
連
合｣

政
府
が
成
立
し
た

で
あ
る
（
ガ
イ
ダ
ル
は
六
月
一
五
日
、
首
相
代
行
に
就
任
）
。
折
か
ら
六

二
一
日
、
中
道
穏
健
改
革
派
を
糾
合
す
る
「
市
民
同
盟
」
が
結
成
さ
れ
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
は
、
こ
の
「
市
民
同
盟
」
路
線
の
方
向
に
少
し
ず
つ
軌
道

(
) 

(
) 

(
) 

(
) 

(
) 

(
) 

1

4 2

5

6

3

回
人
民
代
議
員
大
会
は
、
ガ
イ
ダ
ル
政
府
退
陣
を
要
求
す
る
保
守
派
と
、

あ
く
ま
で
も
ガ
イ
ダ
ル
を
首
相
に
指
名
し
た
い
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
・

(

に攻択立リ盤ャい大約ヴ参で長当メ営の月

修
正
を
し
て

 

7) 

い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
１
） 

《Ведомости...

》, 23 апреля 1992г., N
o.17 cт. 899. 

な
お
、
こ
れ
以
降
の
本
節
の
記
述
に
つ
い
て
、
詳
細
は
、
上
野
俊
彦
「
エ

リ
ツ
ィ
ン
『
過
渡
期
』
政
権
の
『
制
度
化
過
程

」『
海
外
事
情
』
一
九
九

 

』

二
年
一
〇
月
号
、
参
照
。

（
２
） 

《Poccийcкaя Гaзeтa
, 23 aпpeля 1992г., c. 3. 

》

な
お
、
こ
の
エ
リ
ツ
ィ
ン
の｢

公
約｣

に
つ
い
て
は
、
岩
田
賢
司
氏
に

ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
岩
田
賢
司
「
ロ
シ
ア
政
治
シ
ス
テ
ム
の
転
換
」 

『
ロ
シ
ア
研
究
』
第
一
五
号(

一
九
九
二
年
一
〇
月)

、
一
四
―
一
五
ペ
ー

ジ
参
照
。 

（
３
） 

《Poccийcкие Becти

》, 
22 мая 1992г., c.1;

《Poccийcкие 
B

ecти

》, 5ию
ня 1992г., c. 1 ;

《В
едомости...

》, 21 мая 1992г., 
N

o. 21, cт. 1175. 

（
４
） 

《Poccийcкие Becти

》, 
5
 июня

 
1992г., c. 1;

《Ведомости 
...

》, 11 ню
ня  1992г., N

o. 23, cт. 1255. 

（
５
） 

《Poccийcкие Becти

》, 
5
 нюня

 
1992г., c. 1;

《Ведомости 
...

》, 31 октября 1991г., N
o. 44, cт. 1459 ; 

《Ведомостн...

》, 
11 ню

ня 1992г., N
o. 23, cт. 1280. 

（
６
） 

《Ведомости...
,

25 ию
ня 1992r., N

o. 25, cт
 1430. 

》 
.

（
７
） 

《Poccийcкaя Гaзeтa

》, 22 ию
ня 1992r., c. 2. 

三 

第
七
回
人
民
代
議
員
大
会 

こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
一
九
九
二
年
一
二
月
に
行
な
わ
れ
た
第
七
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急
進
改
革
派
と
の
激
し
い
対
立
の
場
と
な
っ
た
。
両
者
は
ま
ず
、
大
統

領
の
組
閣
権
を
制
限
す
る
、
す
な
わ
ち
首
相
だ
け
で
な
く
、
副
首
相
、

外
相
、
国
防
相
、
内
相
そ
の
他
経
済
閣
僚
な
ど
の
重
要
閣
僚
の
任
命
も

最
高
会
議
の
同
意
を
必
要
と
す
る
と
い
う
内
容
の
憲
法
改
正
を
め
ぐ
っ

て
対
立
し
た
。
こ
の
憲
法
改
正
の
採
決
方
法
を
め
ぐ
っ
て
、
一
二
月
三

日
に
は
議
場
で
乱
闘
騒
ぎ
さ
え
起
こ
っ
た
。
し
か
し
、
一
二
月
五
日
、

こ
の
憲
法
改
正
案
の
投
票
が
行
な
わ
れ
た
が
、
同
改
正
案
の
最
重
要
部

分
で
あ
る
大
統
領
の
組
閣
権
限
の
縮
小
に
関
す
る
条
項
は
、
改
憲
に
必

要
な
三
分
の
二
の
六
九
四
票
に
四
票
足
ら
ず
、
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
点
で
は
、
急
進
改
革
路
線
が
辛
う
じ
て
勝
利
し

た
か
に
も
み
え
た
が
、
や
は
り
大
統
領
権
限
縮
小
に
過
半
数
の
代
議
員

が
賛
成
し
た
と
い
う
事
実
は
、
ガ
イ
ダ
ル
首
相
指
名
が
も
は
や
不
可
能

で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
エ
リ
ツ

ィ
ン
大
統
領
は
、
あ
く
ま
で
も
ガ
イ
ダ
ル
首
相
の
指
名
に
固
執
し
、
外

相
、
国
防
相
、
保
安
相
、
内
相
の
任
命
も
最
高
会
議
の
承
認
を
必
要
と

す
る
と
い
う
大
統
領
の
組
閣
権
を
縮
小
す
る
内
容
の
憲
法
改
正
案
を
今

度
は
逆
に
自
ら
提
案
し
て
、
人
民
代
議
員
大
会
に
譲
歩
す
る
と
と
も
に
、

首
相
ポ
ス
ト
に
ガ
イ
ダ
ル
首
相
代
行
を
指
名
し
、
承
認
を
求
め
た
。
し

か
し
、
こ
れ
は
五
日
の
投
票
で
示
さ
れ
た
事
態
の
過
小
評
価
に
基
づ
く

誤
っ
た
戦
術
で
あ
っ
た
。
一
二
月
九
日
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
が
前
日
に
提
案

し
た
憲
法
改
正
案
は
可
決
さ
れ
た
が
、
ガ
イ
ダ
ル
首
相
指
名
は
賛
成
四

六
七
、
反
対
四
八
六
で
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
挙
両

「
損
」
と
も
い
う
べ
き
結
果
に
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
冷
静
さ
を
失

い
、
一
二
月
一
〇
日
、
人
民
代
議
員
大
会
を
非
難
す
る
演
説
を
行
な
い
、

改
革
路
線
の
信
を
問
う
国
民
投
票
を
九
三
年
一
月
に
実
施
す
る
こ
と
を

提
案
し
た
。
人
民
代
議
員
大
会
は
、
こ
れ
に
反
発
し
て
、
大
統
領
選
と

議
会
選
挙
の
繰
り
上
げ
実
施
に
関
す
る
国
民
投
票
を
行
な
う
べ
き
で
あ

る
と
す
る
声
明
を
採
択
し
た
。
こ
の
時
点
で
大
統
領
と
議
会
の
対
立
は

頂
点
に
達
し
た
の
で
あ
る
。 

(
) 

(
) 

(
) 

(
) 

2
1

一
二
月
一
〇
日
午
後
、
ゾ
リ
キ
ン
憲
法
裁
判
所
長
官
の
仲
裁
に
よ
り

大
統
領
と
議
会
と
の
妥
協
の
模
索
が
始
ま
っ
た
。
一
二
日
、
一
九
九
三

年
四
月
一
一
日
に
新
憲
法
の
基
本
規
定
に
関
す
る
国
民
投
票
を
実
施
し
、

そ
れ
ま
で
本
大
会
で
の
憲
法
改
正
は
発
効
し
な
い
な
ど
の
内
容
を
含
む

「
ロ
シ
ア
連
邦
の
憲
法
体
制
の
安
定
化
に
関
す
る
決
定
」、
い
わ
ゆ
る｢

九

項
目
合
意｣

が
採
択
さ
れ
た
。
同
日
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
、
ブ
ル

ブ
リ
ス
大
統
領
首
席
顧
問
を
解
任
し
て
、
保
守
派
に
譲
歩
を
示
し
た
。

か
く
し
て
一
四
日
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
、
首
相
候
補
に
ガ
イ
ダ
ル
、

シ
ュ
メ
イ
コ
（
第
一
副
首
相
）
、
ス
コ
コ
フ
（
安
全
保
障
会
議
事
務
局

長)
、
カ
ダ
ン
ニ
コ
フ(

ボ
ル
ガ
自
動
車
工
場
長)

、
チ
ェ
ル
ノ
ム
ィ
ル
ジ

ン
を
提
案
し
た
。
予
備
投
票
で
は
、
第
一
位
が
ス
コ
コ
フ
の
六
三
七
票
、

第
二
位
が
チ
ェ
ル
ノ
ム
ィ
ル
ジ
ン
の
六
二
一
票
、
ガ
イ
ダ
ル
は
第
三
位

の
四
〇
〇
票
に
と
ど
ま
っ
た
。
そ
の
結
果
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
チ

(
) 

(
) 

(
) 

4

7 5

8

6

(

3) 
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ェ
ル
ノ
ム
ィ
ル
ジ
ン
副
首
相
を
首
相
に
指
名
し
、
七
二
一
対
一
七
二
、

棄
権
四
八
で
承
認
さ
れ
た
。 

(
) 

一
九
九
二
年
一
二
月
の
第
七
回
人
民
代
議
員
大
会
は
、
急
進
改
革
派

の
退
潮
、
中
道
穏
健
改
革
派
の
勝
利
を
決
定
的
な
も
の
と
し
た
。
そ
れ

ば
か
り
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
は
大
統
領
権
限
の
弱
い
議
会
主
導
型
の
政

治
体
制
の
方
向
に
動
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
示
し
た
。
と
は

い
え
、
一
二
月
一
五
日
、
チ
ェ
ル
ノ
ム
ィ
ル
ジ
ン
首
相
は
、
記
者
会
見

に
お
い
て
改
革
の
深
化
を
支
持
す
る
と
発
言
し
、
一
二
月
二
三
日
に
発

足
し
た
チ
ェ
ル
ノ
ム
ィ
ル
ジ
ン
内
閣
は
、
首
相
を
含
め
二
九
名
の
閣
僚

の
う
ち
八
割
以
上
の
二
三
名
が
留
任
し
、
経
済
改
革
の
後
退
と
い
う
印

象
を
避
け
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
憲
法
改
正
に
よ
り
最
高
会
議
の
同
意

が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
外
相
、
国
防
相
、
保
安
相
、
内
相
も
全
員
留

任
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
閣
僚
の
人
事
異
動
は
、
お
そ
ら
く
は
チ

ェ
ル
ノ
ム
ィ
ル
ジ
ン
主
導
に
よ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
背
後
に
あ
る
市

民
同
盟
主
導
に
よ
っ
て
、
中
道
穏
健
改
革
派
の
方
向
で
徐
々
に
進
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ス
コ
コ
フ
と
も
近
い
関
係
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
四
月
一
五
日
の
ロ
ボ
フ
の
第
一
副
首
相
・
経
済
相
へ
の
就
任

は
そ
の
も
っ
と
も
顕
著
な
事
例
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
閣
僚
人
事
は
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
に
と
っ
て
は
、
中
道
穏
健
改
革
派
と
の
ネ
ゴ
シ
エ
ー
シ
ョ

ン
に
お
い
て
、
大
統
領
へ
の
支
持
あ
る
い
は
譲
歩
を
求
め
る
際
の
交
換

条
件
と
し
て
相
手
側
に
提
示
で
き
る
重
要
な
カ
ー
ド
な
の
で
あ
る
。 

(

10) 

(

11) 

9

（
１
） 

《Poccийcкaя Гaзeтa
, 19 дeкaбря

1992г., c. 9. 

》

 

（
２
） 

《Poccийcкaя Гaзeтa
, 9 дeкaбря

1992г., c. 1. 

》

 

（
３
） 

《Poccийcкaя Гaзeтa

》, 10 дeкaбря 1992г., c. 1. 

（
４
） 

Poccийcкaя Гaзeтa

》,11 дeкaбря 1992г., c. 2. 

《

（
５
） Taм ж

e, c. 1. 

（
６
） Taм ж

e, c. 1. 

（
７
） 

《Ведомостн...
, 24 дeкaбря 1992г., N

o. 51, cт. 3016. 

》

（
８
） 

《Poccийcкие Becти

》, 18 дeкaбря 1992г., c. 2. 

（
９
） 

《

a
Poccийcкaя Гaзeт

》,  18 дeкaбря 1992г., c. 5. 

（
10
） 

《Poccийcкие Becти

》, 16 дeкaбря 1992г., c. 1. 

（
11
） 

《Poccийcкие Becти

》, 17апреля 1993г., c. 1. 

四 

国
民
投
票
を
め
ぐ
る
動
き 

一
九
九
三
年
一
月
一
二
日
か
ら
再
開
さ
れ
た
ロ
シ
ア
最
高
会
議
は
、

一
月
一
四
日
に
、
国
民
投
票
を
四
月
一
一
日
に
実
施
す
る
こ
と
を
正
式

に
発
表
し
た
以
外
、
国
民
投
票
の
実
施
の
具
体
的
準
備
や
国
民
投
票
に

か
け
ら
れ
る
憲
法
の
基
本
規
定
の
草
案
の
作
成
を
進
め
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
国
民
投
票
の
実
施
そ
の
も
の
に
懐
疑
的
な
意
見

を
も
つ
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
と
り
わ
け
、
ハ
ズ
ブ
ラ
ー
ト
フ
最

高
会
議
議
長
は
、
再
三
に
わ
た
っ
て
国
民
投
票
に
対
す
る
懐
疑
的
意
見

を
述
べ
て
い
た
。 

(
) (

) 
こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
二
月
に
入
る
と
、
に
わ
か
に
国
民
投
票

の
延
期
あ
る
い
は
中
止
が
現
実
的
な
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

1
2
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二
月
に
入
る
と
す
ぐ
に
ゾ
リ
キ
ン
憲
法
裁
判
所
長
官
が
国
民
投
票
の
延

期
を
提
案
、
二
月
九
日
に
は
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
自
ら
、
最
高
会
議

憲
法
委
員
会
で
政
治
闘
争
の
終
結
、
国
民
投
票
の
延
期
を
示
唆
し
た
。

か
く
し
て
、
二
月
半
ば
か
ら
、
国
民
投
票
を
回
避
す
る
と
い
う
方
向
で

大
統
領
と
議
会
と
の
妥
協
工
作
が
始
ま
っ
た
。
二
月
一
六
日
、
エ
リ
ツ

ィ
ン
‐
ハ
ズ
ブ
ラ
ー
ト
フ
会
談
が
行
な
わ
れ
、
大
統
領
と
議
会
の
権
限

区
分
を
明
確
化
す
る
「
憲
法
的
協
約
」
案
を
作
成
す
る
こ
と
で
合
意
に

達
し
た
。
そ
し
て
一
七
日
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
「
憲
法
的
協
約
」

の
大
統
領
案
を
提
示
し
た
。
こ
の
「
協
約
」
案
は
、
立
法
機
関
（
議
会
）

お
よ
び
執
行
機
関
（
大
統
領
、
政
府
）
双
方
に
三
権
分
立
原
則
の
遵
守
、

す
な
わ
ち
立
法
機
関
に
は
執
行
機
関
の
専
管
事
項
へ
の
不
介
入
を
、
ま

た
執
行
機
関
に
は
立
法
機
関
の
専
管
事
項
へ
の
不
介
入
を
そ
れ
ぞ
れ
求

め
る
と
と
も
に
、
人
民
代
議
員
大
会
で
新
憲
法
を
採
択
す
る
の
で
は
な

く
、
新
憲
法
採
択
の
た
め
の
憲
法
会
議
を
選
出
（
編
成
）
す
る
と
し
て
い

た
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
こ
れ
ま
で
の
エ
リ
ツ
ィ
ン
の
主
張
と
本
質

的
に
変
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
ハ
ズ
ブ
ラ
ー
ト
フ
議
長
に
と
っ
て
受
け

入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
二
月
一
九
日
、
ハ
ズ

ブ
ラ
ー
ト
フ
は
、「
協
約
」
案
に
つ
い
て
、
二
院
制
の
最
高
会
議
が
最
高

立
法
機
関
と
な
り
政
府
は
最
高
会
議
に
報
告
義
務
を
負
う
と
す
る
提
案

を
示
す
と
と
も
に
、
憲
法
会
議
の
招
集
に
反
対
し
、
年
内
は
国
民
投
票

や
選
挙
を
実
施
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
彼
は
、
二
五

日
、
人
民
代
議
員
大
会
の
招
集
を
最
高
会
議
に
提
案
し
、
三
月
五
日
の

最
高
会
議
で
、
第
八
回
臨
時
人
民
代
議
員
大
会
を
三
月
一
〇
日
に
開
催

す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。 

(
) 

(
) 

(
) 

(
) 

(
) 

(
) 

5
3

6

7

4

三
月
一
〇
日
に
開
会
し
た
第
八
回
臨
時
人
民
代
議
員
大
会
で
は
、
リ

ャ
ボ
フ
最
高
会
議
副
議
長
が
「
ロ
シ
ア
の
国
内
情
勢
は
安
定
に
は
ほ
ど

遠
く
、
国
民
投
票
の
た
め
の
い
か
な
る
条
件
も
整
っ
て
い
な
い
」
と
し

て
、
昨
年
一
二
月
の
第
七
回
人
民
代
議
員
大
会
に
よ
る
国
民
投
票
の
実

施
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
を
提
案
し
た
。
他
方
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統

領
は
、
ロ
シ
ア
中
央
銀
行
、
対
外
経
済
銀
行
、
外
国
貿
易
銀
行
、
国
家

統
計
委
員
会
、
ロ
シ
ア
年
金
基
金
、
ロ
シ
ア
連
邦
財
産
基
金
、
連
邦
国

家
予
算
外
基
金
を
、
最
高
会
議
の
監
督
権
を
残
し
た
ま
ま
で
政
府
の
管

轄
機
関
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
む
と
い
う
提
案
を
含
む
「
危
機
脱
出
の

た
め
の
権
力
の
協
力
お
よ
び
合
意
成
立
の
方
法
に
関
す
る
決
定
」
案
を

提
出
し
た
。
こ
の
時
点
で
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
、
国
民
投
票
の
延

期
に
つ
い
て
は
受
け
入
れ
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
た
。
ロ

シ
ア
連
邦
構
成
共
和
国
首
脳
会
議
な
ど
一
連
の
地
方
政
治
勢
力
が
国
民

投
票
反
対
を
打
ち
出
し
た
こ
と
も
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
に
は
不
利
な
条

件
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
三
月
一
三
日
、
人
民
代
議
員
大
会
は
、
国
民

投
票
の
中
止
を
決
定
し
た
。 

(

10) 

(

11) 

(

12) 

(

13) 

(

14) 
一
九
九
二
年
一
二
月
の
第
七
回
人
民
代
議
員
大
会
で
実
施
が
決
定
さ

れ
た
国
民
投
票
が
な
ぜ
あ
っ
さ
り
と
中
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

9

(

8) 
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こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
国
民
投
票
が
政
争
の
一
手
段
で
あ
り
、
そ
の
目
的

が
暖
昧
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
今
回
の
国

民
投
票
の
問
題
は
、
九
二
年
一
二
月
の
第
七
回
人
民
代
議
員
大
会
に
お

い
て
ガ
イ
ダ
ル
首
相
指
名
が
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
エ
リ
ツ
ィ
ン

大
統
領
が
、
冷
静
さ
を
失
っ
た
状
態
で
人
民
代
議
員
大
会
を
非
難
す
る

演
説
を
行
な
い
、
改
革
路
線
の
信
を
問
う
国
民
投
票
を
九
三
年
一
月
二

四
日
に
実
施
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
こ
と
か
ら
浮
上
し
た
。
他
方
、
人

民
代
議
員
大
会
は
、
こ
れ
に
反
発
、
大
統
領
選
と
議
会
選
挙
の
繰
り
上

げ
実
施
を
問
う
国
民
投
票
を
行
な
う
と
い
う
声
明
を
可
決
し
た
。
し
た

が
っ
て
、
国
民
投
票
問
題
は
、
い
わ
ば
「
売
り
言
葉
に
買
い
言
葉
」
と

い
う
、
大
統
領
、
議
会
と
も
、
冷
静
さ
を
失
っ
た
状
況
の
な
か
で
、
突

然
出
て
き
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
新
憲
法
採
択
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
、
国
民
投
票
に
よ
っ

て
新
憲
法
の
概
要
に
つ
い
て
国
民
に
賛
否
を
問
う
と
い
う
考
え
方
は
以

前
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
の
国
民
投
票
は
、
新
憲

法
の
最
終
草
案
が
完
成
さ
れ
た
の
ち
に
の
み
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
草

案
が
ま
だ
完
成
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
、
国
民
投
票
の
日
程
だ
け
が
先

に
決
定
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
不
自
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
が
国
民
投
票
を
提
起
し
た
の
は
、
新
憲
法
の
基
本
規
定
の

賛
否
を
問
う
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
も
っ
と
政
治
的
な
狙
い
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。 

す
な
わ
ち
、
ソ
連
邦
が
ま
だ
存
在
し
、
唯
一
の
政
党
と
し
て
の
ソ
連

邦
共
産
党
が
君
臨
し
て
い
た
一
九
九
〇
年
三
月
の
段
階
で
選
挙
さ
れ
た

人
民
代
議
員
大
会
は
、
現
在
の
国
民
意
識
に
比
べ
て
、
よ
り
保
守
的
で

あ
り
、
こ
の
議
会
に
お
い
て
は
、
急
進
的
な
経
済
改
革
と
、
そ
の
改
革

を
推
進
す
る
こ
と
の
で
き
る
強
力
な
大
統
領
制
に
つ
い
て
、
支
持
が
得

ら
れ
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
急
進
的
改
革
と
強
力
な
大
統
領

制
に
対
す
る
支
持
を
国
民
に
直
接
に
問
う
国
民
投
票
を
実
施
し
、
国
民

投
票
で
支
持
さ
れ
た
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
人
民
代
議
員
大
会
を
解

散
、
な
い
し
は
無
力
化(

活
動
停
止)

す
る
と
い
う
狙
い
で
あ
っ
た
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
の
狙
い
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
は
、
国
民
投
票
で
勝
利
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
に
は
勝
算
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

さ
ま
ざ
ま
な
世
論
調
査
で
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
は
、
ハ
ズ
ブ
ラ
ー
ト
フ
最
高

会
議
議
長
に
比
べ
て
は
る
か
に
人
気
が
あ
り
、
人
民
代
議
員
大
会
や
最

高
会
議
よ
り
も
エ
リ
ツ
ィ
ン
個
人
の
ほ
う
が
国
民
に
よ
り
高
い
信
頼
を

得
て
い
る
と
い
う
結
果
が
出
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、

ハ
ズ
ブ
ラ
ー
ト
フ
議
長
は
国
民
投
票
の
実
施
に
否
定
的
だ
っ
た
の
で
あ

る
。 し

か
し
、
国
民
投
票
は
、
設
問
の
内
容
や
宣
伝
に
よ
っ
て
国
民
を
一

定
の
方
向
に
誘
導
で
き
る
と
い
う
性
格
も
あ
り
、
設
問
の
仕
方
に
よ
っ

て
は
、
必
ず
し
も
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
に
と
っ
て
有
利
な
結
果
が
出
る
と
は

限
ら
な
い
。
そ
の
点
で
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
に
も
国
民
投
票
の
実
施
に
関
し



43 ロシア大統領と議会の政治権力の制度化をめぐる対立 

て
若
干
の
た
め
ら
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
エ
リ
ツ
ィ
ン
が
一

九
九
三
年
二
月
九
日
の
最
高
会
議
憲
法
委
員
会
に
お
い
て
国
民
投
票
の

停
止
を
ほ
の
め
か
し
た
り
し
た
の
も
、
閣
僚
人
事
や
大
統
領
お
よ
び
政

府
の
裁
量
の
範
囲
な
ど
に
関
し
て
、
自
己
に
有
利
な
条
件
を
最
高
会
議

に
承
認
さ
せ
れ
ば
、
必
ず
し
も
国
民
投
票
を
実
施
し
な
く
て
も
よ
い
し
、

そ
の
ほ
う
が
、
大
統
領
と
議
会
と
の
決
定
的
な
対
立
を
回
避
す
る
こ
と

に
な
り
、
そ
の
後
の
政
局
運
営
が
や
り
や
す
く
な
る
と
判
断
し
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
が
自
己
に
有
利
な
条
件
を
最
高
会
議
に
承
認

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
現
在
の
条
件
下
で
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
一
九
九
二
年
一
二
月
の
第
七
回
人
民
代
議
員
大
会
で
採
択
さ

れ
た
憲
法
修
正
の
う
ち
、
国
民
投
票
の
実
施
ま
で
発
効
し
な
い
と
さ
れ

て
い
た
、
主
と
し
て
大
統
領
に
と
っ
て
不
利
な
条
項
が
九
三
年
三
月
一

三
日
の
国
民
投
票
中
止
の
決
定
に
よ
り
発
効
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
に
と
っ
て
は
ま
す
ま
す
政
局
運
営

が
む
ず
か
し
く
な
っ
て
き
た
。
エ
リ
ツ
ィ
ン
周
辺
の
急
進
改
革
派
に
と

っ
て
は
、
も
は
や
残
さ
れ
た
手
段
は
大
統
領
に
よ
る
超
法
規
的
措
置
し

か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
超
法
規
的
措
置
の
導
入
は
、
昨
年
来
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
政
権
の

も
う
一
つ
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
中
道
穏
健
改
革
派
の
エ
リ
ツ
ィ
ン
か

ら
の
離
反
、
救
国
戦
線
や
再
建
さ
れ
た
ロ
シ
ア
共
産
党
勢
力
を
中
心
と

す
る
反
エ
リ
ツ
ィ
ン
派
の
猛
反
発
と
そ
れ
に
よ
っ
て
始
ま
る
国
内
的
混

乱
、
さ
ら
に
は
対
露
支
援
の
担
い
手
で
あ
る
西
側
先
進
国
の
反
発
な
ど

も
予
想
さ
れ
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
に
と
っ
て
は
危
険
な
賭
け
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
ま
ず
エ
リ
ツ
ィ
ン
は
、
超
法
規
的
措
置
を
内
容
と
す
る
大
統
領
令

を
準
備
し
つ
つ
、
ま
ず
は
そ
の
導
入
を
示
唆
す
る
演
説
を
行
な
っ
て
内

外
の
反
応
を
み
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
特
別
統
治
秩

序
」
に
関
す
る
テ
レ
ビ
演
説
で
あ
る
。 

（
１
） 

《Ведомости ...

》, 28 января 1993г., N
o. 4, cт. 120. 

（
２
） 

た
と
え
ば
、
一
月
二
五
日
に
は
最
高
会
議
幹
部
会
で
、
一
月
二
七
日

に
は
、「
フ
ォ
ー
ラ
ム
九
〇
」
メ
ン
バ
ー
と
の
会
見
で
、
二
月
五
日
に
は
、

マ
グ
ド
ゥ
ー
ガ
ル=

カ
ナ
ダ
外
相
と
の
会
談
お
よ
び
ビ
ル
ト=

ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
首
相
と
の
会
談
で
。Cм. :

《Poccийcкaя Гaзeтa

》,  26 января 
1993г., 

c. 2 ;

《Poccийcкaя Гaзeтa

》, 28 
января

 
1993г., c. 2 ;

《Poccийcкaя Гaзeтa
,  6

 
февраля 1993г.,c. 1.

》

 
 

（
３
） 

《Poccийcкие Becти
,  5 

евраля 1993г., c. 1 

》

（
４
） 

《Poccийcкaя Гaзeтa
, 10

февраля 1993г., c
1. 

ф

》 
. 

（
５
） 

《Poccийcкaя Гaзeтa
, 17 февраля 1993г., c. 1. 

》

（
６
） 

《Poccийcкие Becти
, 19 февраля

 1993г., c. 1. 

》

（
７
） 

《Poccийcкaя Гaзeтa
, 20 февраля

 1993г., c. 4. 

》

（
８
） 

《Poccийcкaя Гaзeтa
, 26 февраля

1993г., c. 1. 

》

 
（
９
） 

《

т. 394. 
Ведомости...

》, 18 марта 1993г., N
o. 11, c

（
10
） 
《Poccийcкaя Гaзeтa

, 12 марта 1993г., c. 3. 

》

（
11
） 
《Poccийcкие Becти

, 12 марта 1993г., c. 1. 

》

（
12
） 

《Poccийcкaя Гaзeтa

》, 12 марта 1993г., c. 1.
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（
13
） Taм ж

e, c. 
. 

2
（
14
） 
《Ведомости ...

》, 25 марта 1993г., N
o. 12, cт. 442. 

五 
エ
リ
ツ
ィ
ン
の｢

特
別
統
治
秩
序｣

演
説 

一
九
九
三
年
三
月
二
〇
日
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
テ
レ
ビ
演
説
を

行
な
い
、
そ
の
な
か
で
「
権
力
の
危
機
か
ら
の
脱
出
ま
で
の
特
別
統
治

秩
序
」
に
関
す
る
大
統
領
令
に
署
名
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ

の
「
特
別
統
治
秩
序
」
に
関
す
る
大
統
領
令
は
、
①
四
月
二
五
日
に
大

統
領
と
副
大
統
領
の
信
任
投
票
、
新
憲
法
草
案
と
連
邦
議
会
選
挙
法
案

に
関
す
る
投
票
を
実
施
す
る
こ
と
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
②
今
後
、

大
統
領
令
と
大
統
領
命
令
、
政
府
決
定
の
取
り
消
し
あ
る
い
は
執
行
停

止
を
求
め
る
決
定
は
い
か
な
る
機
関
の
も
の
で
あ
れ
法
的
効
力
を
も
た

な
い
と
す
る
も
の
、
と
述
べ
ら
れ
た
。
こ
の
演
説
は
、｢
国
民
投
票｣

で

は
な
く
「
信
任
投
票
」
あ
る
い
は
た
ん
に
「
投
票
」
を
行
な
う
と
述
べ

て
い
る
点
で
は
、
大
統
領
側
に
国
民
投
票
の
実
施
権
が
な
い
と
い
う
現

行
法
制
に
従
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
た
が
、
い
か
な
る
機
関
も
大
統

領
令
な
ど
を
取
り
消
せ
な
い
と
い
う
主
旨
の
規
定
は
、
当
然
、
憲
法
違

反
の
疑
い
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
っ
た
。 

(
) 

こ
の
「
特
別
統
治
秩
序
」
に
関
す
る
大
統
領
令
案
は
、
エ
リ
ツ
ィ
ン

側
近
の
急
進
改
革
派
の
な
か
で
い
ま
や
最
も
実
力
が
あ
る
と
さ
れ
る
シ

ャ
フ
ラ
イ
副
首
相
と
ユ
ー
リ
ー
・
バ
ト
ゥ
ー
リ
ン
が
作
成
し
た
も
の
と

伝
え
ら
れ
た
が
、
他
方
で
、
大
統
領
周
辺
の
中
道
派
の
実
力
者
で
あ
る

ス
コ
コ
フ
安
全
保
障
会
議
事
務
局
長
と
ル
ツ
コ
イ
副
大
統
領
が
こ
の
大

統
領
令
に
反
対
し
た
こ
と
も
同
時
に
伝
え
ら
れ
た
。｢

特
別
統
治
秩
序｣

に
関
す
る
大
統
領
令
に
、
こ
の
中
道
派
の
二
人
の
実
力
者
の
支
持
が
得

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
事
前
に
予
測
さ
れ
た
こ
と
で
は
あ
っ
た
ろ
う

が
、
大
統
領
に
は
や
は
り
大
き
な
打
撃
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
ル
ツ

コ
イ
副
大
統
領
が
、
ゾ
リ
キ
ン
憲
法
裁
判
所
長
官
、
ヴ
ォ
ロ
ー
ニ
ン
最

高
会
議
副
議
長
ら
と
と
も
に
こ
の
大
統
領
令
を
批
判
す
る
公
開
書
簡
を

公
表
す
る
と
と
も
に
、
合
同
記
者
会
見
を
即
座
に
行
な
っ
た
こ
と
は
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
の
出
鼻
を
く
じ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
最
高
会
議
が

こ
の
大
統
領
令
に
猛
反
発
す
る
こ
と
は
当
然
の
予
測
で
あ
っ
た
ろ
う
か

ら
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
が
、
三
月
二
四
日
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
特

別
統
治
秩
序
」
を
削
除
し
た
「
権
力
の
危
機
か
ら
の
脱
出
ま
で
の
執
行

機
関
の
活
動
」
に
関
す
る
大
統
領
令
を
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
ス

コ
コ
フ
安
全
保
障
会
議
事
務
局
長
と
、
と
り
わ
け
ル
ツ
コ
イ
副
大
統
領

が
即
座
に
「
特
別
統
治
秩
序
」
に
反
対
し
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

エ
リ
ツ
ィ
ン
に
と
っ
て
、
こ
の
中
道
派
の
二
人
の
実
力
者
を
敵
に
回
す

こ
と
は
な
る
べ
く
避
け
た
い
こ
と
で
あ
り
、
と
く
に
国
民
的
人
気
と
い

う
点
で
無
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
ル
ツ
コ
イ
副
大
統
領
を
敵
に
し
て

し
ま
う
こ
と
は
、
国
民
投
票
や
世
論
調
査
、
あ
る
い
は
選
挙
と
い
う
本

来
は
エ
リ
ツ
ィ
ン
に
有
利
で
あ
る
は
ず
の
大
衆
的
政
治
戦
の
場
に
お
い

(
) 

(
) 

1

4 (

2) 

3
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て
エ
リ
ツ
ィ
ン
を
弱
体
化
さ
せ
か
ね
な
い
た
め
、
ぜ
ひ
と
も
避
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
憲
法
裁
判
所
が
、
テ
レ
ビ
演

説
後
三
日
目
の
三
月
二
三
日
に
は
「
特
別
統
治
秩
序
」
は
違
憲
と
の
裁

定
を
出
し
て
き
た
こ
と
も
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
に
と
っ
て
は
予
想
外
に
速
い

展
開
で
あ
っ

 

(
) 

た
ろ
う
。

（
１
） 

《Poccийcкие Becти
, 23 марта 1993г., c. 1. 

》

（
２
） 

Независимая Гaзeтa

》, 23 марта 1993г., c. 1. 

《

（
３
） Taм ж

e, c. 1. 

（
４
） 

《Poccийcкие Becти
, 23 

арта 1993г., c. 2. 

》

м

（
５
） 

《Ведомости...

》, 1 апреля 1993г., N
o. 13, cт. 466. 

六 
｢

権
力
の
危
機
か
ら
の
脱
出
ま
で
の
執
行
機
関
の
活
動
」

に
関
す
る
大
統
領
令 

か
く
し
て
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
、
最
高
会
議
ば
か
り
で
な
く
、

憲
法
裁
判
所
か
ら
も
、
そ
し
て
身
内
の
中
道
派
か
ら
さ
え
も
批
判
を
浴

び
て
、
譲
歩
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
三
月
二
〇
日
の
テ
レ
ビ
演
説
か

ら
か
な
り
後
退
し
た
「
権
力
の
危
機
か
ら
の
脱
出
ま
で
の
執
行
機
関
の

活
動
」
に
関
す
る
大
統
領
令
を
三
月
二
四
日
に
公
表
し
た
の
で
あ
る
。

公
表
さ
れ
た
大
統
領
令
は
、
①
四
月
二
五
日
の
信
任
投
票
は
大
統
領
に

つ
い
て
の
み
行
な
う
こ
と
、
②
憲
法
裁
判
所
の
裁
定
な
し
に
大
統
領
令

と
大
統
領
命
令
の
停
止
は
で
き
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

(
) 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
大
統
領
令
の
上
記
②
の
内
容
は
、
一
九
九
二

年
一
二
月
の
第
七
回
人
民
代
議
員
大
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
「
憲
法

第
一
〇
九
条
第
一
項
一
九
」
の
規
定
、
す
な
わ
ち
「
ロ
シ
ア
連
邦
大
統

領
の
大
統
領
令
と
命
令
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、
ロ
シ
ア
連
邦
最
高
会
議

が
ロ
シ
ア
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
提
訴
し
た
場
合
、
そ
れ
ら
の
合
憲
性
に

関
す
る
問
題
が
ロ
シ
ア
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
ま
で
、

そ
れ
ら
の
効
力
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
規
定
に
、
明

ら
か
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し

た
大
統
領
令
を
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
、
こ
の
憲
法
の
規
定
は
、
エ

リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
に
と
っ
て
致
命
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
第

七
回
人
民
代
議
員
大
会
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
憲
法
修
正
の
な
か
で
こ
の

規
定
が
エ
リ
ツ
ィ
ン
に
と
っ
て
最
も
つ
ら
い
も
の
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
は
、
人
民
代
議
員
大
会
を
猛
烈
に
非
難
し
、
大
統
領
か
議

会
か
を
選
ぶ
と
い
う
国
民
投
票
を
提
案
し
て
大
会
を
紛
糾
化
さ
せ
、
ハ

ズ
ブ
ラ
ー
ト
フ
、
ゾ
リ
キ
ン
と
の
三
者
会
談
に
よ
る
「
九
項
目
合
意
」

に
持
ち
込
ん
で
、
こ
の
憲
法
修
正
条
項
の
発
効
を
国
民
投
票
ま
で
先
伸

ば
し
に
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。 

(
) 

5

1

し
か
し
、
一
九
九
三
年
三
月
一
二
日
、
第
八
回
臨
時
人
民
代
議
員
大

会
は
、
国
民
投
票
を
中
止
す
る
決
定
と
と
も
に
、
こ
の
憲
法
修
正
条
項

の
発
効
を
国
民
投
票
実
施
後
の
も
の
と
し
た
「
ロ
シ
ア
連
邦
の
憲
法
体

制
の
安
定
化
に
関
す
る
」
第
七
回
人
民
代
議
員
大
会
決
定
を
廃
止
し
た

の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
発
効
が
先
伸
ば
し
に
さ
れ
て
い
た
上
記
の
憲

2
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法
条
項
は
効
力
を
も
つ
に
至
り
、
い
ま
や
最
高
会
議
は
、
エ
リ
ツ
ィ
ン

大
統
領
を
無
力
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
武
器
を

に
し
た
の
で
あ
る
。 

手

そ
れ
ゆ
え
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
が
、｢

特
別
統
治
秩
序｣

を
削
除
し
て
穏
健
な

大
統
領
令
を
出
し
て
き
た
と
は
い
え
、
や
は
り
「
憲
法
第
一
〇
九
条
第

一
項
一
九
」
を
否
定
し
た
内
容
を
そ
の
大
統
領
令
が
含
む
の
は
当
然
で

あ
っ
た
と

 

言
え
よ
う
。

（
１
） Собрание  актов П

резидента и П
равительства Poccийcкой

Ф
едерации, 29 марта 1993г., N

o. 13, cт. 1102. 

（
２
） 

《Ведомости...

》, 14 января 1993г., N
o. 2, 

cт. 55. 

七 

第
九
回
臨
時
人
民
代
議
員
大
会 

エ
リ
ツ
ィ
ン
の
三
月
二
〇
日
の
テ
レ
ビ
演
説
に
対
す
る
轟
然
た
る
非

難
の
な
か
で
三
月
二
六
日
に
急
遽
開
幕
し
た
第
九
回
臨
時
人
民
代
議
員

大
会
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
二
七
日
、
提
案
さ
れ
た
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統

領
弾
劾
の
問
題
を
議
題
と
す
る
こ
と
に
い
っ
た
ん
は
失
敗
し
た
。
こ
の

背
景
に
は
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
が
、
政
府
内
に
お
い
て
比
較
的
急
進

的
な
立
場
に
あ
っ
た
バ
ル
チ
ュ
ー
ク
財
務
相
、
ネ
チ
ャ
ー
エ
フ
経
済
相
、

フ
ョ
ー
ド
ロ
フ
法
相
を
解
任
す
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
は
こ
れ
ま
で
反

対
し
て
い
た
議
会
と
大
統
領
の
同
時
選
挙
に
同
意
す
る
な
ど
し
て
中
道

派
と
の
妥
協
を
は
か
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。
こ
の
妥
協
策
は
、
エ
リ
ツ

ィ
ン
、
ハ
ズ
ブ
ラ
ー
ト
フ
、
チ
ェ
ル
ノ
ム
ィ
ル
ジ
ン
の
三
者
間
で
練
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
チ
ェ
ル
ノ
ム
ィ
ル
ジ
ン
の
背
後
に

あ
る
中
道
派
の
「
市
民
同
盟
」
の
動
き
が
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
で

あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。 

(
) 

(
) 2

1

こ
の
妥
協
策
は
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
、
ハ
ズ
ブ
ラ
ー
ト
フ
共
同
提
案
の
決

定
案
と
し
て
大
会
に
提
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
三
月
二
八
日
、
大
会
は

こ
れ
を
否
決
し
た
。
そ
し
て
、
二
七
日
に
提
案
さ
れ
た
際
に
は
大
会
は

取
り
上
げ
な
か
っ
た
大
統
領
解
任
問
題
と
、
今
度
は
そ
れ
に
加
え
て
ハ

ズ
ブ
ラ
ー
ト
フ
の
解
任
問
題
さ
え
も
が
今
回
は
議
題
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
大
会
の
反
エ
リ
ツ
ィ
ン
派
が
、
エ

リ
ツ
ィ
ン
と
妥
協
し
た
ハ
ズ
ブ
ラ
ー
ト
フ
を
も
批
判
し
た
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
解
任
は
成
立
し
な
か
っ
た
。
エ
リ
ツ
ィ
ン
解
任
に
は
、

議
員
総
数
の
三
分
の
二
の
六
八
九
票
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
解
任
に
賛

成
し
た
の
は
六
一
七
票(

反
対
二
六
八
票)

で
あ
っ
た
。
ハ
ズ
ブ
ラ
ー
ト

フ
解
任
は
、
過
半
数
の
賛
成
で
成
立
す
る
が
、
賛
成
は
三
三
九
票
（
反

対
五
五
八
票
）
で
、
や
は
り
成
立
し
な
か
っ
た
。
二
九
日
、
大
会
は
、

結
局
、
四
月
二
五
日
に
国
民
投
票
を
実
施
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
国

民
投
票
の
設
問
は
、｢

①
あ
な
た
は
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
を
信
任
し
ま
す

か
？ 

②
あ
な
た
は
一
九
九
二
年
か
ら
大
統
領
と
政
府
に
よ
り
進
め
ら

れ
て
い
る
社
会
・
経
済
政
策
を
承
認
し
ま
す
か
？ 

③
あ
な
た
は
ロ
シ

ア
大
統
領
の
繰
り
上
げ
選
挙
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
？

④
あ
な
た
は
ロ
シ
ア
連
邦
人
民
代
議
員
の
繰
り
上
げ
選
挙
を
実
施
す
る

(
) 

(
) 

(
) 

5 (

3) 

4

6
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必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
？
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
設
問
は
、
②
に
つ
い
て
「
国
の
社
会
・
経
済
政
策
は
議
会

の
承
認
の
下
で
、
あ
る
い
は
議
会
が
採
択
し
た
法
に
基
づ
い
て
行
な
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
大
統
領
と
政
府
に
の
み
責
任
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
」
と
い
う
主
旨
の
批
判
が
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
全
体
と
し

て
は
常
識
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
民
代
議
員
大
会
が
、
国

民
投
票
で
は
、
投
票
者
の
過
半
数
で
は
な
く
、
有
権
者
の
過
半
数
が
支

持
し
な
け
れ
ば
、
支
持
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
決
定
し
た
の
は
、

非
常
識
と
非
難
さ
れ
て
も
仕
方
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
投
票
率

が
七
〇
％
で
あ
っ
た
場
合
、
投
票
者
の
七
〇
％
が
支
持
し
て
も
、
有
権

者
の
四
九
％
し
か
支
持
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
も
わ

か
る
よ
う
に
、
有
権
者
の
過
半
数
の
支
持
を
得
る
の
は
投
票
率
が
き
わ

め
て
高
く
な
け
れ
ば
事
実
上
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
、
こ
の

問
題
は
、
議
会
内
の
大
統
領
支
持
派
に
よ
っ
て
憲
法
裁
判
所
に
提
訴
さ

れ
、
憲
法
裁
判
所
は
、
四
月
二
一
日
、
国
民
投
票
法
に
基
づ
き
、
憲
法

修
正
に
抵
触
し
な
い
①
お
よ
び
②
の
設
問
に
つ
い
て
は
、
有
権
者
で
は

な
く
、
投
票
者
の
過
半
数
の
支
持
が
あ
れ
ば
支
持
さ
れ
た
も
の
と
み
な

さ
れ
る
と
い
う
裁
定
を
下
し
た
。 

(
) 

(
) 

こ
の
ほ
か
、
第
九
回
臨
時
人
民
代
議
員
大
会
は
、
三
月
二
九
日
、「
憲

法
体
制
維
持
の
た
め
の
緊
急
措
置
」
に
関
す
る
決
定
を
採
択
し
て
、
三

月
二
四
日
の
「
権
力
の
危
機
か
ら
の
脱
出
ま
で
の
執
行
機
関
の
活
動
」

に
関
す
る
大
統
領
令
を
含
む
一
連
の
大
統
領
令
の
効
力
を
停
止
す
る
決

定
を
採
択

 
(

10) 

9

(

7) 

8

し
て
閉
会
し
た
。

（
１
） 

《Poccийcкaя Гaзeтa
, 1 апреля 1993г., c. 6. 

》

（
２
） 

《Собрание  актов П
резидента и П

равительства Poccийc- 
 кой Ф

едерации
, 29 мapтa 1993г., N

o. 13, cт. 1112, 1128, 1129. 

》

（
３
） 

《Poccийcкaя Гaзeтa
, 30 мapтa 1993г., c. 2. 

》

（
４
） 

Poccийcкaя Гaзeтa

》, 1 апреля 1993г., c. 8. 

《

（
５
） Taм ж

e, c. 11. 

（
６
） Taм ж

e, c. 14. 

（
７
） Taм ж

e, c. 3. 

（
８
） Taм ж

e, c. 3. 

（
９
） 

《Poccийcкaя Гaзeтa
, 23 апреля 1993г., c. 1. 

》

（
10
） 

《Poccийcкaя Гaзeтa

》, 1 апреля 1993г., c. 3. 

八 

国
民
投
票
の
実
施
と
結
果 

第
九
回
臨
時
人
民
代
議
員
大
会
に
よ
る
国
民
投
票
実
施
の
決
定
後
、

エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
は
、
西
側
資
金
を
財
源
と
す
る
企
業
補
助
金
を｢

利

益
誘
導｣ 

の
手
段
と
し
て
最
大
限
に
利
用
し
つ
つ
「
ロ
シ
ア
工
業
家
・

企
業
化
同
盟
」
な
ど
の
企
業
団
体
・
経
営
者
層
に
支
持
を
要
請
す
る
と

と
も
に
、
一
般
国
民
の
支
持
を
取
り
付
け
る
た
め
に
一
連
の
教
育
・
福

祉
関
連
の
大
統
領
令
を
発
令
し
て
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ぬ
人
気
と
り
政
策

を
打
ち
出
す
な
ど
、
国
民
投
票
へ
向
け
て
積
極
的
な
攻
勢
を
展
開
し
た
。

他
方
で
、
ハ
ズ
ブ
ラ
ー
ト
フ
最
高
会
議
議
長
を
中
心
と
す
る
反
エ
リ
ツ
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有

107

 

第４問

 

             

第 1 表 国民投票の投票率 ィ
ン
勢
力
の
動
き
は
鈍
く
、
目
立
っ
た
動
き
と
言
え
ば
、
ル
ツ
コ
イ
副

大
統
領
の
エ
リ
ツ
ィ
ン
と
の
対
立
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
エ
リ
ツ
ィ
ン

大
統
領
は
、
投
票
日
直
前
の
一
九
九
三
年
四
月
二
三
日
、
ロ
シ
ア
新
憲

法
草
案
の
基
本
規
定
を
公
表
し
、
国
民
投
票
で
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
へ

の
信
任
が
投
票
者
の
過
半
数
を
超
え
る
こ
と
を
見
越
し
た
う
え
で
、
大

統
領
に
対
す
る
信
任
は
こ
の
憲
法
草
案
に
対
す
る
支
持
と
み
な
す
こ
と

が
で
き
る
と
主
張
す
る
も
く
ろ
み
で
、
国
民
投
票
後
に
大
統
領
権
限
を

強
め
る
新
憲
法
採
択
へ
向
け
て
積
極
的
に
動
き
出
す
態
勢
を
整
え
た
。 

第２

（出典

法
採
択
へ
向
け
て
い
く
ぶ
ん
強
気
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
れ
を
議
会
が
手
を
こ
ま
ね
い
て
み
て
い
る
わ
け
は
な
く
、

今
後
も
大
統
領
と
議
会
の
対
立
は
続
く
だ
ろ
う
。
現
行
法
に
基
づ
か
な

い
憲
法
協
議
会
、
あ
る
い
は
憲
法
制
定
会
議
に
ど
の
よ
う
に
し
て
国
民

の
総
意
と
い
う
形
式
を
盛
り
込
む
か
、
議
会
繰
り
上
げ
選
挙
の
可
能
性

も
み
な
が
ら
、
い
ま
し
ば
ら
く
は
議
会
と
の
駆
け
引
き
が
続
こ
う
。 

九 

中
央
政
界
の｢

混
乱｣

下
で
も
進
む
脱
共
産
主
義
化
と

市
場
化 

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
エ
リ
ツ
ィ
ン
大
統
領
と
議
会
の
激
し

権者数 投票者数 投票率 

, 310, 374人 69, 222, 858人 64.5% 

表 国民投票の各設問の結果  （単位 %）
設 問 答え「はい」 
得票率／絶対得票率 

答え「いいえ」 
得票率／絶対得票率 

第１問 58.7／37.7 39.2／25.2 
第 2 問 53.0／34.0 44.6／28.6 
第３問 49.5／31.7 47.1／30.2 
 67.2／43.1 30.1／19.3 
） 第 1 表，第２表とも， 《Poccийcкaя Гaзeтa》，６

мaя 1993г., c. 1. 

国
民
投
票
は
エ
リ
ツ
ィ
ン
に
と
っ
て
い
く
ぶ
ん
追
い
風
の
結
果
と
な

っ
た
（
第
1
表
、
第
2
表
参
照
）。
第
一
問
の
結
果
に
み
る
よ
う
に
、
キ

ャ
ン
ペ
ー
ン
が
奏
効
し
た
の
か
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
に
対
す
る
信
任
票
の
投

票
者
に
対
す
る
比
率
は
、
大
統
領
選
の
と
き
の
賛
成
の
比
率
と
ほ
と
ん

ど
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
社
会
経
済
政
策
へ
の
支
持
を
問
う
第
二
問
に
つ

い
て
も
、
商
店
に
は
商
品
が
あ
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
見
た
目
の
経
済
情

勢
を
反
映
し
て
か
、
投
票
者
の
過
半
数
が
支
持
し
た
。
ま
た
、
有
権
者

の
過
半
数
を
超
え
な
か
っ
た
も
の
の
人
民
代
議
員
の
繰
り
上
げ
選
挙
に

関
す
る
第
四
問
の
賛
成
票
が
四
つ
の
設
問
の
な
か
で
最
も
多
く
、
議
会

へ
の
圧
力
は
強
ま
っ
た
。 

国
民
投
票
後
、
こ
れ
ら
の
好
結
果
を
バ
ネ
に
、
エ
リ
ツ
ィ
ン
は
新
憲
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い
対
立
が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
し
ば
し
ば
海

外
に
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
見
聞
き
し
た
人
々

は
、
ロ
シ
ア
が
と
ん
で
も
な
い
大
混
乱
の
状
況
に
あ
る
と
考
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
確
か
に
、
ロ
シ
ア
が
混
乱
し
た
状
況
で
あ
る
こ
と
に
間
違

い
は
な
い
が
、
こ
れ
を
あ
ま
り
深
刻
に
考
え
す
ぎ
る
こ
と
は
、
本
質
的

な
問
題
を
見
誤
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
大
事
な
こ
と
は
、
ロ

シ
ア
の
脱
共
産
主
義
化
、
市
場
経
済
化
、
民
主
化
は
、
確
実
に
進
ん
で

い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
動
き
は
ロ
シ
ア
の
人
民
代
議
員
大
会
が
ど
う

で
あ
れ
、
も
は
や
誰
に
も
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
よ
う
な
中
央
政
界
の
「
混
乱
」
は
し
ば
ら

く
の
間
、
む
し
ろ
常
態
化
す
る
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。 今

後
は
、
今
秋
も
し
く
は
来
春
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る

人
民
代
議
員
選
挙
と
大
統
領
選
挙
を
め
ぐ
っ
て
、
政
局
は
動
い
て
い
く

で
あ
ろ
う
。 

し
か
し
、
中
央
の
政
局
が
ど
の
よ
う
に
動
こ
う
と
も
、
ま
た
誰
が
大

統
領
に
な
ろ
う
と
も
、
指
導
部
が
と
る
こ
と
の
で
き
る
政
策
の
幅
は
そ

れ
ほ
ど
大
き
く
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
ま
た
経
済
改
革
の
方
向
に
根
本

的
な
転
換
は
な
く
、
西
側
的
な
市
場
経
済
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
に
変
わ

り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
市
場
経
済
に
反
対
す
る
勢
力
が
政
治
の
主
導
権

を
獲
得
す
る
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
急
進
改
革
派
が

弱
ま
り
、
中
道
穏
健
改
革
派
が
強
ま
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
混
合
経
済
的
体

制
が
強
ま
り
、
改
革
の
テ
ン
ポ
が
緩
や
か
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ

な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
経
済
そ
れ
自
体
の
論
理
か
ら
、
経

済
の
政
治
か
ら
の
自
立
、
し
た
が
っ
て
国
家
に
よ
る
中
央
統
制
の
弱
化

は
、
不
断
に
進
展
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。 

こ
う
し
た
経
済
の
根
本
的
論
理
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
中
道

穏
健
改
革
派
主
導
の
政
権
は
、
首
班
が
誰
で
あ
れ
、
過
渡
期
の
も
の
と

な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
本
格
的
な
安
定
政
権
は
、
西
側
的
な
市
場
経
済
の

確
立
を
目
指
す
勢
力
に
よ
っ
て
し
か
形
成
さ
れ
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
の
勢
力
は
、
市
場
経
済
の
進
展
の
下
で
生
ま
れ
る
ま
っ
た
く
新

し
い
経
営
・
管
理
者
、
中
産
階
級
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
在

の
「
市
民
同
盟
」
の
主
流
を
構
成
す
る
、
こ
れ
ま
で
の
国
家
統
制
部
門

で
仕
事
を
し
て
き
た
経
営
・
管
理
者
層
と
は
異
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
こ
の
勢
力
が
育
つ
に
は
少
な
く
と
も
一
〇
―
二
〇
年
は
か
か

る
で
あ
ろ
う
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
は
五
年
余
、
エ
リ

ツ
ィ
ン
の
改
革
は
始
ま
っ
て
ま
だ
正
味
二
年
も
経
っ
て
い
な
い
。
現
在

は
、
ま
だ
ポ
ス
ト
共
産
主
義
の
「
過
渡
期
」
の
ほ
ん
の
初
期
段
階
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
改
革
は
ま
だ
ま
だ
先
が
長
い
。 

（
う
え
の
・
と
し
ひ
こ 

日
本
国
際
問
題
研
究
所
主
任
研
究
員
） 
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